
独立行政法人医薬基盤研究所の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成１９年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事（非常勤）

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成19年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,496 11,856 5,196

千円 千円 千円 千円

4,536 4,536 0
（　　　　）

◇

千円 千円 千円 千円

1,692 1,692 0
（　　　　）

＊

千円 千円 千円 千円

1,128 1,128 0
（　　　　）

注１：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注２：「地域手当」は一般職の職員の給与に関する法律に準じて、当研究所の所在地の支給割合に応じて

　　　算出。

　役員の特別手当の額は、役員給与規程第７条第２項において、「厚生労働省独立行政法人
評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その職務実績に応じ、これを増額し、又は減額す
ることができる。」旨規定している。
　平成１９年においては、当該評価委員会の業務実績の評価結果及び役員の業績を踏まえ、
増額または減額を行わずに支給した。

Ａ理事
（非常勤）

改定なし

改定なし

改定なし

その他（内容）

1,186（地域手当）
258（通勤手当）

前職

Ｂ監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

Ａ監事
（非常勤）

法人の長

別　添



３　役員の退職手当の支給状況（平成１９年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし ◇

千円 年 月

該当なし ＊

千円 年 月

該当なし

注：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

監事B
（非常勤）

監事A
（非常勤）

法人の長

理事A
（非常勤）

摘　　要法人での在職期間



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成１９年度における給与制度の主な改正点

　① 人件費管理の基本方針

給与種目
賞与：勤勉手当

（査定分）

制度の内容

査定期間中の勤務成績に応じて支給する予定である。

　中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、定型的業務について合
理化を図るなどし、中期計画の人件費の見積りの範囲内で人件費の管理を行っ
ている。

一般職の職員の給与に関する法律に準拠するとともに、人事院勧告の際には国
と同様の改定を行い給与水準を決定している。

　職員の意欲向上や効率化を図るため、勤務成績等を給与にも反映させる人事
評価制度の試行を行っているところであり、平成20年度から本格実施する予定で
ある。

　平成１９年１１月改正の一般職の職員の給与に関する法律に準拠し、平成１９年１２月より以下
のとおり改正した。
①俸給表を国と同様に改正（若年層の改定のみ）
②配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を500円引き上げ（6,000円→6,500円）
③地域手当のつくば市支給率を改定（6％→6.5％）
④勤勉手当の支給割合の改正（12月期0.725月→0.775月（特定幹部0.925月→0.975月））

昇給・昇格 査定期間中の勤務成績に応じて昇給・昇格を行う予定である。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

56 43.8 7,645 5,651 140 1,994
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 40.7 6,821 5,000 248 1,821
人 歳 千円 千円 千円 千円

31 45.3 8,793 6,526 107 2,267
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 44.4 4,949 3,644 43 1,305

人 歳 千円 千円 千円 千円

8 39.9 8,642 6,612 115 2,030
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 39.9 8,642 6,612 115 2,030

人 歳 千円 千円 千円 千円

1 ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 ― ― ― ― ―

人 歳 千円 千円 千円 千円

29 42.1 5,004 4,860 284 144
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 34.9 4,573 4,573 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 40.8 3,973 3,973 478 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 60.7 9,069 8,234 242 835

注：再任用職員及び非常勤職員の事務・技術職員については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定

研究補助

再任用職員

研究職種

常勤職員

うち所定内人員

事務・技術

研究職種

任期付職員

研究職種

技能・労務職種

事務・技術

非常勤職員

総額
平均年齢 うち賞与区分

平成１９年度の年間給与額（平均）

注：「技能・労務職種」とは、薬用植物の栽培等に関する専門的業務を行う職種を示す。
注：「研究補助」とは、研究の補助的業務を行う職種を示す。
注：「嘱託職員」とは、特殊な経験、技能を有し、所定の暫定期間において専門的業務に従事する職員を示す。

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注：常勤職員の医療職種及び教育職種、在外職員、任期付職員の事務・技術、医療職種及び教育職種、
　　再任用職員、非常勤職員の医療職種及び教育職種については該当者がいないため省略した。

嘱託職種

研究職種

　　されるおそれがあることから人数以外は記載していない。



②

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　代表的職位

1 ― ― ― ―

5 46.7 8,839 8,382 8,962

2 ― ― ― ―

7 38.4 4,457 5,439 6,611

2 ― ― ― ―

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
年齢28-31歳36-39歳44-47歳48-51歳52-55歳56-59歳の該当者はいずれも2人以下のため、当該個人に関する情報が
特定されるおそれのあることから、年間給与については表示しない。
すべての年齢層において4人以下のため第1・第3分位折れ線を表示していない。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
以下、⑤まで同じ。〕

平均

注：人員が４人以下のため、四分位の値が求められない箇所があり、一部第１四分位及び第３四分位を記載していない。

分布状況を示すグループ

注：部長及び課長補佐及び係員については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある

平均年齢

　　ことから、人数以外は記載していない。

人員

本部部長

本部課長

本部課長補佐

本部係長

本部係員
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（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

2 ― ― ― ―

4 51.3 ― 11,106 ―

17 47.4 7,889 9,007 10,210

8 35.0 5,378 5,717 5,656

年齢48-51歳の該当者はいずれも2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
年間給与については表示しない。
年齢48-51歳及び56-59歳の該当者は4人以下のため第1・第3分位折れ線を表示しない。

人員 平均年齢分布状況を示すグループ

注：研究部長については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

研究員

　　人数以外は記載していない。

平均

研究部長

研究課長

主任研究員

　代表的職位

注：人員が４人以下のため、四分位の値が求められない箇所があり、一部第１四分位及び第３四分位を記載していない。
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③

（事務・技術職員）

区分 計 ８級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 部長 課長 課長 主査 係員
な職位

人 人 人 人 人 人 人 人

17 1 2 2 4 5 1 2
（割合） (5.9％) (11.8%) (11.8%) (23.5%) (29.4%) (5.9%) (11.8%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

－ － － 50 40 － －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － 34 33 － －
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－ － － 5,706 3,826 － －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － 4,630 3,199 － －
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－ － － 7,983 5,325 － －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － 6,221 4,457 － －

（研究職員）

区分 計 ５級 ４級 ３級 ２級

標準的 プロジェクトリーダー 室長 研究員
な職位 研究リーダー 主任研究員

人 人 人 人 人

31 8 8 8 7
（割合） (25.8%) (25.8%) (25.8%) (22.6%)

歳 歳 歳 歳

59 54 54 37

～ ～ ～ ～

52 44 35 32
千円 千円 千円 千円

10,447 7,674 6,251 4,148

～ ～ ～ ～

7,987 5,666 5,515 3,843
千円 千円 千円 千円

13,459 10,257 8,394 5,668

～ ～ ～ ～

10,830 7,642 7,316 5,357

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

課長補佐
係長

 職級別在職状況等（平成２０年４月１日現在）（事務・技術職員／研究職員）

研究所長
センター長

部長

専門員
係長
主査

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

注：８級、６級、５級、２級及び１級の該当者はいずれも２名以下のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、記載していな
注：７級については該当者がいないことから、記載していない。



④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

63.7 66.0 64.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.3 34.0 35.1

％ ％ ％

         最高～最低 42.6～33.8　　 39.6～31.8　　 41.0～32.8　　

％ ％ ％

65.7 67.8 66.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.3 32.2 33.2

％ ％ ％

         最高～最低 34.7～32.7　　 32.6～30.6　　 33.6～31.6　　

（研究職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

62.3 64.8 63.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.7 35.2 36.4

％ ％ ％

         最高～最低 43.6～33.4 40.7～31.3 42.1～32.3

％ ％ ％

65.8 67.9 66.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.2 32.1 33.1

％ ％ ％

         最高～最低 34.7～33.0 32.6～30.9 33.6～31.9

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

区分

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一般
職員

区分

一律支給分（期末相当）

管理
職員

賞与（平成19年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）



⑤

104.2

96.7

96.1

94.7

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

対他法人（研究職員）

（事務・技術職員）

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

（研究職員）

対国家公務員（研究職）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究
職員)

対国家公務員（行政職（一））

対他法人（事務・技術職員）

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０５．６

参考 学歴勘案　　　　　　 １０２．５

地域・学歴勘案　　　１０４．９

【累積欠損額について】
累積欠損額２８，４１２，５６３，５１８円（平成18年度決算）

【検証結果】

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９５．６５％
（国からの財政支出額　１２，７９７，６９６千円、支出予算の総額　１３，３８０，
２１９千円：平成19年度予算）

　給与水準の適切性の
　検証

指数の状況

講ずる措置

対国家公務員　　１０４．２

　当研究所における給与は国に準じた体系（国に準じた俸給表等）を適用
しているところであり、引き続き国の給与改正に準じた給与の見直しを行っ
ていく。
　また、当研究所の給与水準は国家公務員との比較において適切なもので
あると考えているが、今後、平均給与の水準をさらに抑制するため、人事異
動を行う際には積極的に若い職員を配置し、平成22年度には102.4を目標
とし引き続き改善を図ることとする。
　当研究所事務部門においては、3部8課の最小限の組織体制とし、管理
職ポストについては11ポストあるが、業務の効率化を図り1ポストを併任で対
応するなど管理職のスリム化を図ったところである。今後、さらなる併任をか
けるなどを行った場合に適正に業務を遂行できるかも含め、管理職ポストの
在り方について検討を行ってまいりたい。
　なお管理職割合が高いようにみえるのは、人件費の効率化を図るために
定型的業務については非常勤職員・派遣職員などの活用を進め、管理職
以外の正規職員の削減に努めていることがその要因である（30人中10人→
28人中10人）。

項目 内容

　また、実用化研究支援事業は、国の産業投資特別会計より政府出資金を
受入れ、その出資金を委託費として支出しているものであり、出資金を費用
として支出すると欠損金が増加する構造となっている。
　このように、繰越欠損金は会計処理上発生しているものであり、給与支出
とは無関係であり、繰越欠損金を増因させる要因とはなっていない。

【検証結果】
平成19年度決算における、支出額13,502,776千円のうち、8,690,191千円
は、当研究所以外の大学等に競争的資金として支出するものである。残り
の4,812,585千円のうち、3,017,441千円は当研究所の研究事業費であり、
1,795,144千円は一般管理費である。そのうち673,992千円が給与、俸給等
支給総額（支出総額に占める割合：5％）であるため、国からの財政支出を
増加させる要因とはなっていない。
　また、他法人の給与水準と比べても低い水準となっており適切であると思
われる。

　この繰越欠損金は旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構が実施
していた出資事業により生じたものであり、同機構から事業を引き継いだ医
薬品医療機器総合機構を経て承継したものである。出資事業は、旧医薬
品副作用被害救済・研究振興調査機構と民間企業との共同出資により設
立された研究開発法人が、医薬品、医療機器に係る研究開発を実施したも
のであり、研究開発に必要な費用を出資金により賄うため、研究開発の進
行に伴い、出資金と欠損金の双方が増加する構造となっていたものであ
る。

※支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合：5.0％
　管理職割合：35.3％
　大卒以上の高学歴者の割合：64.7％

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

○比較対象職員の状況
・事務・技術
①表（職種別支給状況）の常勤職員の１７人　　１７人の平均年齢４０．７歳
平均給与額６，８２１千円
　当研究所の事務職員は、ほとんどが国からの出向職員であり、給与水準
も国に準じた体系をとっていることから、各個人への支給額は国に在籍して
いたときと基本的には変わりない。にもかかわらず、給与水準が異なる数値
となっている要因としては、

　①組織的要因
   国家公務員の平均給与月額は、行政職俸給表（一）の組織区分別では
「本府省」が最も高く、次いで「管区機関」「府県単位機関」「その他の地方
支分部局」「施設等機関等」の順となっているが、当研究所の出向者のほと
んどは本府省（17人中11人）及び管区機関（17人中5人）からの出向者であ
る。このため、当所の給与水準は、本府省からの出向者の平均給与月額と
本府省の国家公務員を比べると98.4%、管区機関からの出向者の平均給与
月額と管区機関の国家公務員との比較では93.6%と、いずれも下回ってい
る（「平成19年度国家公務員給与の概要」より）が、全国家公務員平均と比
べると若干上回ることになる。
　②職員構成の相違
　　当研究所では国と異なり、人件費の効率化を図るために定型的業務に
ついては非常勤職員・派遣職員などの活用を進めていることから、正規職
員だけの平均でみると、管理職の占める割合が35.3％であり（対象者17人
中6人）、国家公務員より給与水準が高いようにみえる。

　また、職員の大卒者の割合（６４．７％）が国家公務員行政職俸給表（一）
の適用を受ける職員の大卒者の占める割合（４８．２％）（「平成１９年度国家
公務員給与の概要」より）よりも高いこと等が給与水準が高い要因となって
いる。



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成19年度）

前年度
（平成18年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

653,499 685,489 673,992

4.9 3.1

4.9 2.4

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

(24.7)1,237,679 245,210

145,248 136,654

167,606

685,489 （△1.7）

区　　分
中期目標期間開始時（平
成17年度）からの増△減

（　　　　　-）71,717

（人件費削減の場合）　　　　　　　総人件費改革の取組状況

（△45.5）
退職手当支給額

非常勤役職員等給与

△ 32,637

20,493 (14.2)

(79.2)

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

1,160,476 77,203 (6.7)

20,493△ 11,497

(6.3)

(42.3)

福利厚生費

給与、報酬等支給総額
(3.1)673,992

比較増△減

　その後も、引き続き、中期目標に示された研究体制の整備を進めるため、18年度に１プロジェクト、19年度に１プロ
ジェクトを新たに立ち上げ、そのために新たな研究員を採用しており、19年度末の人員は86人となっている。
　この間、プロジェクト研究員や派遣職員・非常勤職員の活用を行って常勤職員数及び人件費の抑制に努めてお
り、法人設立以来毎年度の予算額との比較では、実績額は毎年予算額を下回り、人件費削減の取組みの効果が現
れている。このため、17年度予算額との対比では、中期計画で定める「中期目標期間の最終年度までの間において
平成17年度と比べて4％以上」の総人件費の削減は可能であると見込んでいる。
　今後については、定年退職者の後任を業務の合理化を行った上で一部不補充とし、また、退職等により職員の補
充が必要となった場合でも可能な限り若手の職員を採用すること、及び人件費によらないプロジェクト研究員等を一
層活用するよう努めること等の人件費削減の取組を行うこととする。

39,080 39,080

379,359

最広義人件費

266,616 112,743

①　中期目標において、人件費については、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、平成
18年度以降の5年間において、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うこと。これを実現するため、現中期目
標期間の最終年度までの間においても、必要な取り組みを行うこと、併せて、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、
給与体系の見直しを進めること。
②　中期計画において、人件費（退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）を除く。）については、
「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、平成18年度以降の5年間において5％以上の削
減を行う。これを実現するため、現中期目標期間の最終年度までの間において平成17年度と比べて4％以上の削減
を行うものとする。併せて、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを行う。

③○　平成19年度の総人件費の実績（19年度決算額：673,992千円）は、前年度の実績（18年度決算額：685,489千
円）と比べて1.7%減少した。
○　当研究所は、平成17年度に新たに設立された法人であり、国立試験研究機関から研究員を引き継ぐだけでな
く、17年3月に中期目標で示された目標を達成するため、設立後に新たなプロジェクトを順次立ち上げ、研究員の新
規採用を進めるものとされていた。
　このため、平成17年4月には、国立医薬品食品衛生研究所等からの移行職員を中心とした79人でスタートし、設立
後に製薬企業等関係者からの意見を踏まえながら研究テーマの設定を行った上で、公募の実施、外部専門家を含
めた公正な選考等を行い、17年度内に２つのプロジェクトを新たに立ち上げ、それに伴って年度の途中に研究員を
採用した。しかし、17年度においてすべてのプロジェクトの立ち上げを完了したわけではないため、平成17年度末の
人員は84人にとどまり、中期目標における計画数（95人）には達しなかった。そのため、平成17年度の人件費の執行
額は、本来の予定より大幅に少ない額となった。

8,594


